
 

 

 

 

 

 

平成２８年度 女性活躍推進に関する大田区特定事業主行動計画 

実施状況報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年６月 

大  田  区 



１ 目的 

 平成２８年４月に策定した「女性活躍推進に関する大田区特定事業主行動計画」の

着実な実施に役立てるため、本計画における平成２８年度の取組み状況を報告します。 

 

２ 取組み状況 

（１）超過勤務時間の縮減 

   平成 29 年２月１日に、区長から「大田区スマートワーク宣言」が行われ、「意

識改革」・「業務の効率化」・「事務事業の見直し」を改革の３本柱とし、次の取り

組みを実施しています。 

① 20 時退庁・ノー残業デーの実施（庁内放送での周知） 

② ノー残業デーの庁内巡回 

③ 庶務事務システムの改修（累計超勤時間の可視化） 

④ スマートワーク通信の発行 

⑤ 管理職講演会「生産性を高める働き方と組織マネジメント」の開催 

 

本計画では、次の数値目標を設定しています。 

① 月 45時間超の超過勤務を行う職員数 

  平成 32年度までに 500人程度に減少させることをめざします。 

② 月の平均超過勤務時間数 

  平成 32年度までに月 5.6時間以下とすることをめざします。 

 

  ［月 45時間超の実績のある職員数］ 

 平成 28年度 平成 27年度 

上半期 421人 448人 

下半期 414人 462人 

合 計 835人 910人 

 

  ［職員一人あたりの平均超過勤務時間数］ 

 平成 28年度 平成 27年度 

月平均 7.3時間 7.1時間 

 



（２）女性管理職員割合の増加 

   女性職員の意識啓発やキャリア形成の支援のため、次の取り組みを実施しまし

た。 

① 「女性職員のキャリアアップセミナー」を開催し、女性の登用に積極的な区

内企業の経営者による基調講演や女性管理職・係長との経験交流を実施。 

② 女性職員の活躍に向けた職員座談会の開催 

③ 自己申告書におけるキャリアデザインの実施 

④ 「キャリアデザイン研修」や「主任主事ステップアップセミナー」の実施 

 

本計画では、次の数値目標を設定しています。 

① 女性管理職の割合 

  平成 32年度までに 20％以上をめざします。 

② 事務職における女性管理監督職の割合 

  平成 30年度までに 30％をめざします。 

 

［女性管理職の割合］ 

 平成 28年４月１日 平成 27年４月１日 

管理職総数 175人 163人 

女性管理職数 27人 24人 

割 合 15.4％ 14.7％ 

 

  ［事務職における女性管理監督職の割合］ 

 平成 28年４月１日 平成 27年４月１日 

管理監督職総数 514人 498人 

女性管理監督職数 111人 105人 

割 合 21.6％ 21.1％ 

 



（３）男性職員の育児休業、出産支援休暇等の取得率改善 

   育児休業等を取得しやすい環境の整備のため、次の取り組みを実施しました。 

① 「職場における妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関するハラスメント基

本方針」の策定 

  ② 育児休業取得者の人事評価の対象化（評価期間中３月以上勤務した者） 

③ 部分休業取得者の人事異動の対象化 

 

本計画では、次の数値目標を設定しています。 

① 育児休業を取得する男性職員の割合 

  平成 32年度までに 10％以上をめざします。 

② 男性職員の出産支援休暇の取得率 

  平成 32年度まで 90％以上をめざします。 

③ 男性職員の育児参加休暇の取得率 

  平成 32年度までに 60％以上をめざします。 

 

［育児休業を取得する男性職員の割合］ 

 平成 28年度 平成 27年度 

取得者数 ５人 ２人 

取得割合 11.6％ 4.2％ 

 

［男性職員の出産支援休暇の取得率］ 

 平成 28年度 平成 27年度 

取得者数 32人 37人 

取得率 74.4％ 77.1％ 

 

［男性職員の育児参加休暇の取得率］ 

 平成 28年度 平成 27年度 

取得者数 20人 23人 

取得率 46.5％ 47.9％ 

 

 


